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厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令案 新旧対照条文

○ 厚生労働省の内部組織に関する訓令（平成13年厚生労働省訓第１号）（抄）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（総括調整室、業務改革推進室及び情報化担当参事官室） （総括調整室、業務改革推進室及び情報化担当参事官室）

第９条の３ （略） 第９条の３ （略）

２～12 （略） ２～12 （略）

13 情報化担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 13 情報化担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する （新設）

法律（平成元年法律第６４号。以下「医療介護総合確保法」

という。）第１２条の規定による保健医療等情報を正確に連

結するために必要な情報の提供に関すること。

14 （略） 14 （略）

（医療情報担当参事官室） （特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室）

第１９条の２ 医政局に、医療情報担当参事官室を置く。 第１９条の２ 医政局に、特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官

室を置く。

２ 医療情報担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 ２ 特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室は、次に掲げる事務

をつかさどる。

（削る） (１) 医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特

に重要なものの研究及び開発の支援の総括に関すること。

(１) （略） (２) （略）

(２) 医療機関等情報化補助業務（医療介護総合確保法第２５条第１ (３) 医療機関等情報化補助業務（地域における医療及び介護の総合

項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。）の 的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第６４号。以下「医

総括に関すること（診療録に関することに限る。）。 療介護総合確保法」という。）第２５条第１項に規定する医療機

関等情報化補助業務をいう。以下同じ。）の総括に関すること
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（診療録に関することに限る。）。

(３) （略） (４) （略）

３ 医療情報担当参事官室に、室長（組織令第３９条の２に規定する ３ 特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室に、室長（組織令第

参事官をもって充てられるものとする。）、室長補佐、係及び係長 ３９条の２に規定する参事官をもって充てられるものとする。）、

並びに主査を置く。 室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

（医療情報基盤推進室及び医療情報室） （医薬品開発室、ワクチン等開発室及び医療情報室）

第１９条の３ 医政局に置かれる参事官の下に、医療情報基盤推進室 第１９条の３ 医政局に置かれる参事官の下に、医薬品開発室、ワク

及び医療情報室を置く。 チン等開発室及び医療情報室を置く。

（削る） ２ 医薬品開発室は、医薬品（ワクチンを除く。）のうち特に重要な

ものの研究及び開発の支援に関する事務をつかさどる。

（削る） ３ 医薬品開発室に、室長（関係のある他の職を占める者をもって充

てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長を置く。

（削る） ４ ワクチン等開発室は、医薬品（ワクチンに限る。）、医療機器そ

の他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び

開発の支援に関する事務をつかさどる。

（削る） ５ ワクチン等開発室に、室長（関係のある他の職を占める者をもっ

て充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長を置く。

２ 医療情報基盤推進室は、保健医療に関する情報の処理に係る体制 （新設）

の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつか

さどる。

３ 医療情報基盤推進室に、室長（関係のある他の職を占める者をも （新設）

って充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係及び係

長を置く。

４ 医療情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 ６ 医療情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１) 保健医療に関する情報の保護及び利用に関する政策の企画及び (１) 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する

立案並びに推進に関すること。 情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに

推進に関すること。

(２)・(３) （略） (２)・(３） （略）

５ （略） ７ （略）
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（再生医療等研究推進室、医療イノベーション推進室及び特定医薬 （再生医療等研究推進室及び医療イノベーション推進室）

品開発支援室）

第１９条の９ 医政局研究開発政策課に、再生医療等研究推進室、医 第１９条の９ 医政局研究開発政策課に、再生医療等研究推進室及び

療イノベーション推進室及び特定医薬品開発支援室を置く。 医療イノベーション推進室を置く。

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 特定医薬品開発支援室は、医薬品、医療機器その他衛生用品及び （新設）

再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発に関する事務

をつかさどる（治験推進室及び再生医療等研究推進室の所掌に属す

るものを除く。）。

７ 特定医薬品開発支援室に、室長（関係のある他の職を占める者を （新設）

もって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長を置

く。

（ＨＡＣＣＰ推進室及び輸出先国規制対策室） （ＨＡＣＣＰ推進室、食中毒被害情報管理室及び輸出先国規制

対策室）

第２５条の２ 健康・生活衛生局食品監視安全課に、ＨＡＣＣＰ 第２５条の２ 健康・生活衛生局食品監視安全課に、ＨＡＣＣＰ

推進室及び輸出先国規制対策室を置く。 推進室、食中毒被害情報管理室及び輸出先国規制対策室を置

く。

２・３ （略） ２・３ （略）

（削る） ４ 食中毒被害情報管理室は、飲食に起因する衛生上重大な危害

が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に関する情報の収

集、管理及び分析並びにその結果の提供に関する事務をつかさ

どる。

（削る） ５ 食中毒被害情報管理室に、室長（関係のある他の職を占める

者をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並び

に係及び係長を置く。

４・５ （略） ６・７ （略）
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（エイズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室、 （エイズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室、

国際感染症対策室及び国立健康危機管理研究機構支援室） 国際感染症対策室及び国立健康危機管理研究機構設立準備室）

第２５条の４ 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に、エイ 第２５条の４ 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に、エイ

ズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室、国際感 ズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室、国際感

染症対策室及び国立健康危機管理研究機構支援室を置く。 染症対策室及び国立健康危機管理研究機構設立準備室を置く。

２～９ （略） ２～９ （略）

10 国立健康危機管理研究機構支援室は、国立健康危機管理研究機構 10 国立健康危機管理研究機構設立準備室は、国立健康危機管理研究

の組織及び運営一般に関することその他必要な事務をつかさどる。 機構の設立の準備に関する事務及び当該事務に関する総合調整に関

する事務をつかさどる。

11 国立健康危機管理研究機構支援室に、室長（関係のある他の職を 11 国立健康危機管理研究機構設立準備室に、室長（関係のある他の

占める者をもって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及 職を占める者をもって充てられるものとする。）、室長補佐（関係

び係長を置く。 のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）並びに

係及び係長（関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの

とする。）を置く。

（労働保険審査会事務室及び副主任労働保険専門調査官） （労働保険審査会事務室及び副主任労働保険専門調査官）

第２８条 （略） 第２８条 （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 労働基準局総務課労働保険専門調査官８人のうち、１人を副主任 ４ 労働基準局総務課労働保険専門調査官９人のうち、１人を副主任

労働保険専門調査官とすることができる。 労働保険専門調査官とすることができる。

５ （略） ５ （略）

（副主任中央労働基準監察監督官） （副主任中央労働基準監察監督官）

第２８条の３ 労働基準局監督課中央労働基準監察監督官９人のう 第２８条の３ 労働基準局監督課中央労働基準監察監督官９人のう

ち、３人以内を副主任中央労働基準監察監督官とすることができ ち、２人以内を副主任中央労働基準監察監督官とすることができ

る。 る。

２ （略） ２ （略）

（雇用環境政策室） （雇用環境・均等監察室及び雇用環境政策室）

第３３条 雇用環境・均等局総務課に、雇用環境政策室を置く。 第３３条 雇用環境・均等局総務課に、雇用環境・均等監察室及び雇
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用環境政策室を置く。

（削る） ２ 雇用環境・均等監察室は、都道府県労働局における雇用環境・均

等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務をつかさど

る。

（削る） ３ 雇用環境・均等監察室に、室長（主任雇用環境・均等監察官をも

って充てられるものとする。）を置く。

２ （略） ４ （略）

３ 雇用環境政策室に、室長（組織令第１９条第１項に規定する参事 ５ 雇用環境政策室に、室長（組織令第１９条第１項に規定する参事

官をもって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長 官をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係

を置く。 及び係長を置く。

（フリーランス就業環境整備室） （フリーランス就業環境整備室）

第３３条の２ （略） 第３３条の２ （略）

２ （略） ２ （略）

３ フリーランス就業環境整備室に、室長（関係ある他の職を占める ３ フリーランス就業環境整備室に、室長（関係ある他の職を占める

者をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係 者をもって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長

及び係長を置く。 を置く。

（上席生協検査官）

（削る） 第３６条の２ 社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室生協

検査官７人のうち、１人を上席生協検査官とすることができる。

２ 上席生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活

協同組合連合会（以下この項において「組合」という。）、消費生

活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）第５３条の２第２項に

規定する子会社等並びに同法第１０条第２項に規定する共済事業を

行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に

関する事務を行い、並びに生協検査官の行う事務を整理する。

（地域共生社会推進室） （地域共生社会推進室）

第３６条の２ （略） 第３６条の３ （略）
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２・３ （略） ２・３ （略）

（福祉人材確保対策室） （福祉人材確保対策室）

第３７条 （略） 第３７条 （略）

２ 福祉人材確保対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 ２ 福祉人材確保対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

⑺ 社会福祉主事に関すること。 ⑻ 社会福祉主事に関すること。

（上席生協検査官）

第３７条の２ 社会・援護局福祉基盤課消費生活協同組合業務室生協 （新設）

検査官７人のうち、１人を上席生協検査官とすることができる。

２ 上席生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活

協同組合連合会（以下この項において「組合」という。）、消費生

活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）第５３条の２第２項に

規定する子会社等並びに同法第１０条第２項に規定する共済事業を

行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に

関する事務を行い、並びに生協検査官の行う事務を整理する。

（介護業務効率化・生産性向上推進室） （介護業務効率化・生産性向上推進室）

第３９条の３ （略） 第３９条の３ （略）

２ 介護業務効率化・生産性向上推進室は、次に掲げる事務をつ ２ 介護業務効率化・生産性向上推進室は、次に掲げる事務をつ

かさどる。 かさどる。

(１) （略） (１) （略）

(２) 老人福祉法の規定による老人福祉施設等における介護テク (２) 老人福祉法の規定による老人福祉施設等における介護ロボ

ノロジーの研究開発、普及に係る企画及び立案並びに調整に ットの研究開発、普及に係る企画及び立案並びに調整に関す

関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。 ること（他課の所掌に属するものを除く。）。

(３) 老人福祉法の規定による老人福祉施設等における介護テク (３) 老人福祉法の規定による老人福祉施設等におけるＩＣＴの

ノロジーの導入、活用等による業務の効率化並びに行政手続 導入、介護ロボットの活用等による業務の効率化並びに行政

の簡素化等に係る企画及び立案並びに調整に関すること（他 手続の簡素化等に係る企画及び立案並びに調整に関すること
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課の所掌に属するものを除く。）。 （他課の所掌に属するものを除く。）。

３ （略） ３ （略）

（２０２８年技能五輪国際大会準備室） （技能五輪国際大会推進室）

第４２条の９ 本省に置かれる参事官の下に、２０２８年技能五輪国 第４２条の９ 本省に置かれる参事官の下に、技能五輪国際大会推進

際大会準備室を置く。 室を置く。

２ ２０２８年技能五輪国際大会準備室は、次に掲げる事務をつかさ ２ 技能五輪国際大会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

どる。

(１) 技能五輪国際大会の開催に向けた調整業務及び各種技能競技大 (１) 技能五輪国際大会の招致及び各種技能競技大会の実施に関する

会の実施に関すること。 こと。

(２) （略） (２) （略）

３ ２０２８年技能五輪国際大会準備室に、室長（関係のある他の職 ３ 技能五輪国際大会推進室に、室長（関係のある他の職を占める者

を占める者をもって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係 をもって充てられるものとする。）、室長補佐並びに係及び係長を

及び係長を置く。 置く。

（政策統括官の職務の範囲） （政策統括官の職務の範囲）

第４３条 （略） 第４３条 （略）

２ 政策統括官のうち１人は、次に掲げる職務をつかさどる。 ２ 政策統括官のうち１人は、次に掲げる職務をつかさどる。

(１)～(８) （略） (１)～(８） （略）

（削る） (９) 医療介護総合確保法第１２条の規定による保健医療等情報を正

確に連結するために必要な情報の提供に関すること。

（この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等） （この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等）

第５５条 第９条の３、第１２条から第１４条まで、第１９条から第 第５５条 第９条の３、第１２条から第１４条まで、第１９条から第

２３条まで、第２５条の２から第２８条の２まで、第２８条の５、 ２３条まで、第２５条の２から第２８条の２まで、第２８条の５、

第２９条の３、第３０条、第３０条の３、第３２条から第３３条の 第２９条の３、第３０条、第３０条の３、第３２条から第３３条の

２まで、第３５条の３、第３６条の２、第３７条、第３８条から第 ２まで、第３５条の３、第３６条の３から第４２条の１１まで、第

４２条の１１まで、第４５条、第４７条、第４９条から第５１条ま ４５条、第４７条、第４９条から第５１条まで、第５３条及び前条

で、第５３条及び前条に規定する室に置かれる室長補佐、専門官、 に規定する室に置かれる室長補佐、専門官、班若しくは班長、係若
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班若しくは班長、係若しくは係長、専門職、主査又は専門スタッフ しくは係長、専門職、主査又は専門スタッフ職については、それぞ

職については、それぞれ第２条第３項若しくは第４項、第３条第２ れ第２条第３項若しくは第４項、第３条第２項若しくは第３項、第

項若しくは第３項、第４条第３項若しくは第４項、第５条第３項若 ４条第３項若しくは第４項、第５条第３項若しくは第４項、第６条

しくは第４項、第６条第２項若しくは第３項、第７条第２項若しく 第２項若しくは第３項、第７条第２項若しくは第３項又は第９条の

は第３項又は第９条の２第２項若しくは第３項の規定を準用する。 ２第２項若しくは第３項の規定を準用する。

２ （略） ２ （略）


